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はじめに 

 

最上地域政策研究所は、この地で行政に携わる職員を研究員として、組織の垣根を

越えて連携・協力し、地域が直面する諸課題の調査分析、解決に向けた提言を行うと

ともに、職員の政策形成能力の向上を目的として、平成 24 年７月に設立されました。 

第７期（令和６～７年度）は、「新たな財源の確保等による持続可能な地域展開」

をテーマに、市町村職員８名及び県職員２名が、それぞれ担当業務を抱え、また、令

和６年７月の大雨被害への対応があった中で、意欲的に研究に取り組んできました。 

政策形成の基礎的な手法、意義を学びながら、最上地域の現状を分析して課題を抽

出し、先進地視察や研究員間の議論などを通して、現在の、そして将来の最上地域に

何が必要なのかを真剣に考え、施策の具体化を進めてきました。この報告書の中で提

言している各施策は、この２年間、研究員が日々の業務を行いながら、心血を注いで

まとめ上げた成果であり、多くの方々に御覧いただければ幸いです。 

研究員は、この２年間の研究活動を経て、広域的な視点に立った施策展開の必要性、

重要性をあらためて認識したものと思いますが、何よりも、様々な立場にある方々と

の出会いや研究員同士のネットワークが、これからの人生における貴重な財産となる

はずです。各研究員が、今後の最上地域を牽引していくリーダーとして、なお一層成

長されることを期待しております。 

若年層の流出や頻発する自然災害など、この地域が直面する様々な課題に対しては、

市町村間、あるいは市町村と県の連携・協働によって対応していく必要があります。

若手行政職員の見識を広げるためにも、最上地域政策研究所の役割は非常に重要であ

り、今後とも関係者の皆様の御理解、御協力をお願いいたします。 

最後になりますが、研究員各位の努力に敬意を表しますとともに、関東学院大学 

牧瀬教授をはじめ御指導いただいた講師の皆様、研究活動にあたり多大な御支援をい

ただいた一般財団法人地域活性化センターの皆様、先進地調査等で御協力いただいた

多くの方々、そして、研究員を送り出していただいた職場の皆様に、心から感謝を申

し上げます。 

 

最上地域政策研究所所長 

山形県最上総合支庁長  齋藤 千賀子 
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Ⅰ 最上地域政策研究所 第７期（令和６－７年度）について 

  

1



  

2



１ 研究体制  

（１）体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）研究所メンバー等 

  所 長 山形県最上総合支庁長      柴﨑  渉（令和６年度） 

                      齋藤千賀子（令和７年度） 

  副所長 山形県最上総合支庁総務企画部長 佐藤  譲（令和６年度） 

                      西堀 公司（令和７年度） 

  研究員 

市町村等名 氏 名 所属・職名（令和７年度） 

新 庄 市 秋葉 美穂 財政課 主事 

金 山 町 笹原 明日樺 農業委員会 主事 

最 上 町 井上 雄貴 総務企画課まちづくり推進室 主任 

舟 形 町 斎藤 優輝 まちづくり課ふるさと応援推進室 係長 

真室川町 星川 沙由里 町民課 主事 

大 蔵 村 早坂 優範 健康福祉課 主任 

鮭 川 村 土田 洋平 総務課 主任 

戸 沢 村 荒川 佑人 総務課 主事 

最上総合支庁 
伊藤 大輔 総務課連携支援室 主任主事 

佐藤 りん 総務課連携支援室 主事 

  事務局 最上総合支庁総務企画部総務課連携支援室 

最上地域政策研究所 

事務局（最上総合支庁総務課連携支援室） 

調査研究チーム 

運営企画会議 
副所長 

（最上総合支庁総務企画部長） 

運営委員会 

最上管内 

各市町村長 
最上広域理事長 

所長 

（最上総合支庁長） 

最上総合支庁 

サポートチーム 

一般財団法人 

地域活性化センター 

支援 

研究員 

研究員 研究員 

研究員 研究員 研究員 

研究員 研究員 

研究員(県) 研究員(県) 

調査研究方法の研修 

助言 
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２ 活動実績  

（１）辞令交付式 （令和６年４月 25 日） 

 

 

 

 

 

 

（２）自主研究活動  （35 回） （※ 各回の活動内容は別紙） 

 

 

 

 

 

 

  

○ 政策等説明・意見聴取 

  ・令和７年 10 月 24 日 市町村企画担当課長 

  ・令和７年 11 月 12 日 研究所長（最上総合支庁長）・副所長（総務企画部長） 

  ・令和７年 11 月 25 日 中間報告会（市町村長等） 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

R6.6.20 研究活動（最上地域の課題を研究） 

R7.11.25 中間報告会 

R7.5.14 県議会総務常任委員会との意見交換 
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（３）研修会等  

① 関東学院大学法学部 牧瀬 稔 教授による講義（５回） 

・令和６年５月 17 日「問題発見の視点」 

・令和６年 11 月 11 日「データ収集、分析、活用の方法について」 

・令和７年２月 21 日「政策フレームワークの紹介」 

・令和７年８月 29 日「プレゼンの基本的視点」 

・令和７年 12 月５日「報告書の書き方」 

② 外部講師による研修会（５回） 

・令和６年７月 24 日「ウェルビーイング社会における重要な視点」 

    講師：株式会社オンリーワン 代表取締役 吉弘 拓生 氏 

・令和６年９月４日「活かしあうデザインへ」 

   講師：東北芸術工科大学 専任講師 森 一貴 氏 

・令和６年 12 月 18 日「ウェルビーイングな未来を描こう！  

～『持続可能』な地域づくりのために～」 

    講師：株式会社オンリーワン 代表取締役 吉弘 拓生 氏 

・令和７年６月 12 日「いい話し合いの先に協働が待っている～実践力を高めよう～」 

    講師：Nakamasagas 代表 中本 正樹 氏 

  ・令和８年３月 12 日「協働は「共感」で決まる 

― 企画を「お願い」で終わらせないために ―」 

   講師：埼玉県久喜市役所 スポーツ振興課 副主幹 金澤 剛史 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 一般財団法人地域活性化センター主催セミナーへの参加 

・令和７年１月 30 日～31 日 新たな知と方法を生む地方創生セミナー 

 「VUCA 時代の今、地方公共団体職員に求められる能力とは」  研究員１名 

・令和８年２月 27 日 2026 地方創生フォーラム in 東京 

 「地方創生のカギ ～若者を呼び戻すのは大人の意識改革から～」  研究員１名 

R7.12.5 講義 

R6.12.18 公開研修会 
（グループワーク） 

R7.6.12 講義 
（２人１組でディスカッション） 
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（４）先進地視察 

・令和７年２月３日（研究員３名） 

〇地域や社会課題の解決につながる人材確保・育成の取組み 

視察先：松本広域圏イノベーションプラザ 

（シビック・イノベーション拠点「スナバ」）（長野県塩尻市） 

・令和７年５月 21 日（研究員３名） 

〇自動運転バスやデジタルサービスを活用した地方創生の取組み 

視察先：VISON 他（三重県多気町） 

 ・令和７年６月９日～10 日（研究員４名） 

①域外から人を呼び込む魅力あるまちづくりの取組み 

②チャレンジするフィールドとして町の環境を提供する取組み 

視察先：①道の駅さかい 他（茨城県境町） 

②よこらぼ（埼玉県横瀬町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）研究活動終了式  

① 日 時 

令和８年３月 12 日（木）13：15～16：30 

② 場 所 

山形県最上総合支庁 講堂 

③ 内 容 

 ・研究成果報告書提出 

・最上地域政策研究所所長講評 

 ・記念講演 

  

R7.2.3  
長野県塩尻市 

R7.5.21  
三重県多気町 

R7.6.10  
埼玉県横瀬町 

6



（別紙） 
 

【自主研究活動等の状況】 
 

回 活動日 内  容 備  考 

- 
令和６年 

４月 25 日 
辞令交付式、オリエンテーション 副所長講話併催 

１ ５月 17 日 課題研究 講義併催 

２ ６月４日 課題研究  

３ ６月 20 日 課題研究、グループ決定  

４ ７月９日 課題研究  

５ ７月 24 日 課題研究 研修会併催、講師アドバイス 

６ ９月４日 課題研究 研修会併催、講師アドバイス 

７ ９月 30 日 グループのテーマ研究  

８ 10 月 30 日 グループのテーマ研究  

９ 11 月 11 日 データ収集・分析・活用 講義併催、講師アドバイス 

10 11 月 21 日 先進事例研究  

11 12 月 18 日 公開研修会  

12 
令和７年 

１月８日 
先進事例研究、政策フレーム検討 

 

13 ２月 12 日 政策フレーム検討（中間発表）  

14 ２月 21 日 政策フレーム検討 講義併催、講師アドバイス 

15 ３月６日 先進事例研究、政策フレーム検討  

16 ３月 12 日 先進事例研究、政策フレーム検討  

17 ４月 11 日 研究スケジュール確認、施策フレーム検討  

18 ４月 24 日 先進事例研究、政策フレーム検討  

19 ５月 14 日 県議会総務常任委員会と意見交換  

20 ５月 28 日 政策フレーム検討（中間発表）  

21 ６月 12 日 政策フレーム検討 研修会併催、講師アドバイス 

22 ６月 26 日 中間報告会オリエンテーション  

23 ７月 28 日 事業検討  

24 ８月４日 事業検討  

25 ８月 29 日 プレゼンテーション準備 講義併催、講師アドバイス 

26 ９月８日 プレゼンテーション準備  

27 ９月 30 日 プレゼンテーション準備  

28 10 月６日 意見聴取（連携支援室長等）  

29 10 月 24 日 意見聴取（市町村企画担当課長）  

30 11 月 12 日 意見聴取（所長、副所長）  

31 11 月 25 日 中間報告会 講師アドバイス 

32 12 月５日 中間報告会振り返り 講義併催、講師アドバイス 

33 12 月 17 日 報告書作成オリエンテーション  

34 
令和８年 

１月 14 日 
報告書作成 

 

35 ２月 24 日 報告書作成  

- ３月 12 日 第７期研究活動終了式・記念講演  
 

 このほか、グループ単位での視察・活動を実施。 
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Ⅱ 研究成果報告 
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新たな財源の確保等による持続可能な地域展開 
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１ はじめに 

１－１ 最上地域の現状と課題 
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1 豪雪地帯対策特別措置法に基づき指定される、特に積雪量が多く、長期間の交通途絶など住民生活に著しい支

障が生じる地域 
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１－２ 研究・提案の流れ 

  

15



  

 

  

 

２ 施策提案 

２－１ ひとづくり くらしづくり みらいづくり 

（１）最上版 リカレント教育 

 
2 令和７年９月時点のもの。求人ボックス（https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com）により確認。 
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（２）もがみ＋１プロジェクト 

20.35%
17.61%

22.68%

26.85%

18.10%

県全体 村山 最上 置賜 庄内

人口減少のうち社会減少が占める割合

（R5.10.1-R6.10.1）

1.51%

1.16%

2.26%

1.84% 1.77%

県全体 村山 最上 置賜 庄内

人口減少率（R5.10.1-R6.10.1）
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3 文部科学省「全国アントレプレナーシップ人材育成プログラム」 
4 山形県教育局「第 7 次山形県教育振興計画」 
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・連携体制構築 

・カリキュラム 

作成開始 

 

・カリキュラム完成 

・実施(1 年生) 

 

・実施(1～2 年生) 

※昨年度実施分は

適宜内容を修正

して実施 

 

・実施(1～3 年生) 

・就職、起業支援 

1 年目 
 

2 年目 
 

3 年目 
 

4 年目 
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（３）ゲーミフィケーションで拓く、価値創造行政 

 
5 稲継裕昭「地方自治の担い手不足：若者の公務員離れ～３つの WHY と見えない解決の糸口」 
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２－２ 誰ひとり取り残さない持続可能なまちづくり 

（１）ライドシェアによる交通弱者支援事業 
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6 市町村や NPO 法人が自家用車で提供する有償の旅客運送のこと。本事業においては、道路運送法 78条 2 号に基

づいた、いわゆる「2 号ライドシェア」を指す。 
7 日常的に使用する製品のうち、自宅や職場などの最寄りの店舗（コンビニやスーパーなど）で購入する商品の

こと。最寄品の特徴は、購入頻度が高く、単価が安めであること。ティッシュ、トイレットペーパー、食品な

ど。 
8 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型 TYPE1）は、デジタルを活用した地域の課題解決や魅

力向上の実現に向けて、他の地域等で既に確立されている優良なモデルやサービスを活用して、地域の個性を活

かしたサービスを地域・暮らしに実装する事業に取り組む地方公共団体に対し、その事業の立ち上げに必要なハ

ード・ソフト経費を国が交付金により支援するもの。 
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（２）スマートフォン普及推進事業

 

 
9 内閣府「令和 3 年版情報通信白書」 

10
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（３）小さな拠点づくり事業 
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10 小学校区など、複数の集落が散在する地域（集落生活圏）において、商店、診療所などの日常生活に不可欠な

施設・機能や地域活動を行う場所を集約・確保し、周辺集落とコミュニティバス等の交通ネットワークで結ぶこ

とで、人々が集い、交流する機会が広がっていく、集落地域の再生を目指す取組 
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11 多数の自治体で採用されている、さまざまな用途に応じて柔軟にレイアウトを変更できる車両 
12 Virtual Private Network の略でインターネット上に仮想の専用回線を構築し、安全に拠点間接続や庁外から

庁内ネットワークへアクセスできるようにする仕組み 
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13 住民がアクセスしやすい場所まで行政サービスを届けるための移動型行政サービス 
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２－３ 今ある資源を発見・活用するまちづくり 

（１）公共施設の最上地域共同利用事業 

 

 
14 学校や文化施設など行政上の用途・目的に供される財産のこと。 
15 行政財産以外の一切の財産のことを言い、貸付・売却・譲渡などができる。 
16 根本祐二「全国自治体公共施設延床面積データ分析結果報告（2012 年）」より 

文化施設や体育施設など

(本庁舎、消防施設、学校、

公営住宅、公園を除く施設)

新庄市 32,860 155,432 51,625 12,819 168,251 5.12

金山町 4,848 41,750 20,785 10,731 52,481 10.83

最上町 7,607 91,343 57,727 4,796 96,139 12.64

舟形町 4,771 48,199 23,099 1,584 49,783 10.43

真室川町 6,651 54,289 26,943 2,564 56,853 8.55

大蔵村 2,830 37,162 14,986 0 37,162 13.13

鮭川村 3,767 40,010 15,677 0 40,010 10.62

戸沢村 3,998 53,821 27,307 321 54,142 13.54

最上地域計 67,332 522,006 238,149 32,815 554,821 8.24
最上地域と同規模人口

（5万～7万人）の自治体平均
59,138 244,880 80,339 10,261 255,141 4.31

※財産調書のうち「その他」に当てはまるもの

住民１人

当たりの

面積（㎡）

人口(人)

(R6.1.1現在)
行政財産(㎡) 普通財産(㎡) 合計（㎡）

同規模人口の

自治体の約３倍

同規模人口の

自治体の約２倍

43



  

 

  

 

 

本庁舎
延面積（㎡） 箇所数 延面積（㎡） 箇所数 延面積（㎡） 箇所数 延面積（㎡） 箇所数 延面積（㎡）

新庄市 32,860 3,835 1 281 1 1,327 1 5,098 2 1,080

金山町 4,848 3,012 0 0 0 0 0 0 0 0

最上町 7,607 2,609 0 0 0 0 0 0 44 12,077

舟形町 4,771 1,684 1 25 0 0 0 0 1 1,627

真室川町 6,651 3,711 3 661 0 0 0 0 58 5,942

大蔵村 2,830 1,560 0 0 0 0 0 0 1 0

鮭川村 3,767 2,786 0 0 0 0 0 0 1 3,714

戸沢村 3,998 3,504 0 0 0 0 0 0 1 3,725

最上地域計 67,332 22,701 5 967 1 1,327 1 5,098 108 28,165
最上地域と同規模人口

（5万～7万人）の自治体平均
59,138 9,887 3 2,417 2 2,908 2 6,660 10 7,168

人口(人)

(R6.1.1現在)

支所・出張所 図書館 市民会館 公民館

箇所数 延面積（㎡） 箇所数 延面積（㎡） 箇所数
敷地面積

（㎡）
箇所数

敷地面積

（㎡）
箇所数

水面面積

（㎡）

新庄市 2 616 2 4,784 1 43,000 1 31,307 1 325

金山町 0 0 1 776 0 0 0 0 0 0

最上町 0 0 6 4,441 0 0 1 17,700 1 325

舟形町 0 0 1 1,103 0 0 0 0 1 385

真室川町 0 0 1 4,761 0 0 1 22,500 0 0

大蔵村 1 297 0 0 0 0 1 11,600 0 0

鮭川村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

戸沢村 2 376 0 0 0 0 1 14,361 0 0

最上地域計 5 1,289 11 15,865 1 43,000 5 97,468 3 1,035
最上地域と同規模人口

（5万～7万人）の自治体平均
2 1,082 4 9,249 1 16,508 3 37,761 2 972

児童館 体育館 陸上競技場 野球場 プール

同規模人口の自治体の

約3倍の数、1.7倍の面積
同規模人口の自治体の

約2倍の数、2.6倍の敷地面積
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17 定住自立圏構想推進要綱に基づく中心市宣言を行った新庄市とそれに賛同した金山町、最上町、舟形町、真室

川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村とが定住自立圏形成協定を締結したことにより形成された「新庄最上定住自立

圏」において、人口定住のために必要な生活機能を確保し、地域の活性化を図るため、圏域が目指す将来像及び

その実現のために必要な具体的取組等を明らかにしたもの。 
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（２）ふるさと納税のお礼に「最上体験」 

順位 市町村 寄付金額 順位 市町村 寄付金額 順位 市町村 寄付金額

1 山形市 4,717,488 13 南陽市 1,044,713 25 鮭川村 325,229

2 天童市 4,051,252 14 遊佐町 957,152 26 川西町 323,530

3 寒河江市 3,686,078 15 庄内町 919,993 27 金山町 318,597

4 酒田市 3,388,391 16 ⾧井市 846,934 28 大江町 285,677

5 鶴岡市 2,862,677 17 舟形町 804,558 29 大蔵村 217,637

6 東根市 2,628,506 18 西川町 734,931 30 真室川町 172,701

7 村山市 2,323,673 19 大石田町 686,051 31 飯豊町 149,474

8 上山市 1,921,500 20 山辺町 657,147 32 小国町 124,787

9 尾花沢市 1,651,677 21 三川町 590,226 33 朝日町 122,662

10 米沢市 1,494,535 22 高畠町 556,804 34 白鷹町 67,182

11 河北町 1,414,000 23 最上町 392,197 35 戸沢村 54,970

12 新庄市 1,169,221 24 中山町 376,537
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〇『地域を守る害獣狩猟！ハンター暮らし体験』 

  ⇒地域で活躍するハンターの生活（活動見学や猟師メシ）を体験 

   【寄付金の使い道】地域の害獣対策、ハンターの養成 

 〇『お子さんと一緒に！田植え・稲刈りファミリー体験』 

  ⇒田植え・稲刈り体験、自分で収穫した米を後日自宅へ送付  

      【寄付金の使い道】地域の農業支援 

〇『一面銀世界、雪国の生活』 

   ⇒民家の雪かき体験、スノートレッキング 

      【寄付金の使い道】地域の除雪、雪害対策 
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（３）官民連携事業創出 
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（４）健康経営による人材確保事業 
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（５）文書業務効率化共同事業 
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18 最上地域の自治体の DX 担当課長及び担当者で構成され、広域 DX の研究協議や DX 推進事業の運営・取り扱い

の統一を目的に活動する協議会。令和７年度設置。「新しい地方経済・生活環境創生交付金」を活用して運営さ

れ、自治体の費用負担はない。 
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３ おわりに 

  

 
19 団塊ジュニア世代（1971〜74 年生まれ）が 65 歳以上の高齢者となり、高齢者人口がピーク（全人口の約

35%）に達する 2040 年頃に、深刻な労働力不足、社会保障費の増大、インフラ老朽化などにより、日本の社会・

経済体制が維持困難になるリスクのこと 
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「最上地域政策研究所」設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「『最上地域政策研究所』に関する最上地域８市町村、最上広域市町 

 村圏事務組合及び山形県最上総合支庁の連携についての協定」に基づき設置する「最上地 

 域政策研究所」（以下、「研究所」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事項） 

第２条 研究所は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）政策関連データの収集・分析 

（２）最上地域における諸課題への対応策に関する調査研究・施策立案 

（３）調査研究に基づく関係機関への施策の提言 

 

（運営委員会） 

第３条 研究所の最高意思決定機関として、研究所に運営委員会を置く。 

２ 運営委員会は、次に掲げる者で組織する。 

（１）各市町村長 

（２）最上広域市町村圏事務組合理事長 

（３）山形県最上総合支庁長 

３ 運営委員会は、研究所の運営を統括し、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）研究テーマの決定に関すること 

（２）研究活動の予算に関すること 

（３）その他、特に重要な研究所の業務及び運営に関すること 

 

（組織） 

第４条 研究所は、次に掲げる者で組織する。 

（１）所長 

（２）副所長 

（３）研究員 

 

（所長） 

第５条 所長は、研究所の運営に関し以下の職務を担当する。 

（１）研究所における研究活動の総括 

（２）研究成果の活用・実施に関する関係機関との調整 

２ 所長は、山形県最上総合支庁長をもって充てる。 

 

（副所長） 

第６条 副所長は、以下の職務を担当する。 

（１）研究所の事務の統括 

（２）研究活動の進行管理に関すること 

（３）研究活動における山形県最上総合支庁内部との調整 

（４）研究成果の活用・実施に関する関係機関との調整 

２ 副所長は、山形県最上総合支庁総務企画部長をもって充てる。 

 

 

 

 

65



（研究員） 

第７条 研究所の研究員は、次の各号に掲げる機関に所属する職員のうち、当該機関の長の 

推薦を受けたものとする。 

（１）各市町村 

（２）山形県最上総合支庁 

２ 研究員は、所長、副所長からの助言を受け、第２条各号に掲げる調査研究等を行うもの

とする。 

 

（運営企画会議） 

第８条 研究所の運営及び研究員の調査研究活動を円滑に行うため、各市町村及び山形県最

上総合支庁の職員で構成する運営企画会議を置く。 

 

（その他の体制） 

第９条 研究所には、特定の分野における専門的な事項に関する指導・助言を行う専門アド

バイザーを置くことができる。 

 

（庶務） 

第 10 条 研究所の庶務は、山形県最上総合支庁において処理する。 

 

（雑則） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

  附 則 

１ この要綱は、平成 24 年７月４日から施行する。 

２ 研究所の設置のために必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。 

  附 則 

この要綱は、平成 28 年３月 29 日から施行する。 
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Ⅳ 研究活動を終えて 
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〔秋葉 美穂（新庄市）〕 

 ２年間の活動の中で政策形成のプロセスを経験できたことはもちろんのこと、所属を超
え同年代の各町村、県職員の皆さんと一緒に活動できたこと自体が貴重な経験であり、自
分の財産となる時間でした。また７期の活動期間中には通常業務に加え豪雨災害や多くの
選挙などもあり、忙しい中での活動で大変に感じることもありましたが、このように報告
書を完成させることができ安堵しています。 

 共に活動した研究員の皆様、研究に携わってくださった皆様に感謝いたします。２年間
ありがとうございました。 

 
〔笹原 明日樺（金山町）〕 

２年間の活動を通し、改めて最上地域の現状、課題を理解し、今後の最上地域について
深く考える良い機会となりました。また事業施策の考案や提案のプロセスを一から学ぶ機
会となり、普段の業務では学ぶことのできない経験をさせていただきました。また他市町
村の職員の皆さんと活動することで、各自治体の情報共有をすることができ大変有意義な
時間となりました。今後もこの最上地域政策研究所で繋がった縁を大切にしながら、学ん
だ経験と知識を今後の業務に活かしていきたいと思います。 

 

〔井上 雄貴（最上町）〕 

第７期のテーマである「新たな財源の確保等による持続可能な地域展開」について自分
は初め、目的税やふるさと納税など直接的な財源をイメージしましたが、研究員同士で意
見交換する中で財源とは「“お金”の意味に限定せず、最上地域に存在する、人やサービス
等も含めた地域の維持・発展に資するもの」 と定義しました。これは一人で考えていては
たどり着けない視点だったと思います。その他にも最上地域政策研究所の研究員として 2
年間、他の研究員と一緒に学ぶ中で今までの自分になかった視点や考え方を得ることがで
きたのは大きな財産です。 一方で、政策提言を実行段階につなげる難しさも痛感しました。
今後は、研究員として学んだ経験をもとに、持続可能な地域づくりに貢献したいと考えて
います。 
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〔斎藤 優輝（舟形町）〕 

 ２年間の活動を通じて、日々の業務から一歩離れ、「最上地域全体」という広い視野で地
域の未来を考えることができたのは、非常に刺激的な経験でした。当初は舟形町単独の視
点から課題を捉えがちでしたが、異なる背景を持つ他市町村の皆さんと議論を重ねる中で、
最上地域が持つ共通の課題や、広域で連携することの強みに気づくことができました。 

 立場の違うメンバーと意見を交わし、一つの政策として形にしていく過程では難しさも
感じましたが、それを乗り越えまとめることができた時の達成感はひとしおでした。この
研究所で得た多角的な視点と、苦楽を共にした仲間との繋がりは大きな財産です。ここで
培った学びを日々の業務に還元し、舟形町、ひいては最上地域の未来を切り拓く力になれ
るよう努めてまいります。２年間ありがとうございました。 

 

〔星川 沙由里（真室川町）〕 

 今期の活動に参加させていただき感じたのは、地域の一番の財産は人であるということ
でした。どんな資源も、価値を見出し、利用する意思のある人がいなければ無いものと同
じです。何年後にどんな地域の姿を目指したいのか、そのために今なにをしなければなら
ないのか。という視点が地方自治体の職員としていかに大切であるかを、施策提案という
形で改めて思い知る２年間でした。今後の業務では、活動の中で得た知見や人とのつなが
りを十分に生かし、最上地域に貢献していきたいと思います。 

 

〔早坂 優範（大蔵村）〕 

最上政策研究所に参加し２年間の活動を通して、改めて最上地域の現状や課題を見直す
きっかけとなりました。研究所に参加する前は、「最上地域は、人口も少ないし、なんとな
くこんな感じ」とあいまいな考えで捉えることが多くありました。しかし、研究員として
活動する中で、同程度の他市町村と比較することで現状を把握することができたり、あい
まいな認識をデータで裏付けしたりと根拠に基づく考え方を学ぶことができました。 
 １０名の研究員が集まり同じ時間を共有しながら、学びあえたことは貴重な経験であり
財産です。活動を共にした研究員の皆様、研究活動に協力いただいた皆様、２年間ありが
とうございました。 
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〔土田 洋平（鮭川村）〕 

もがけんの諸先輩方の功績（と苦悩）。「新たな財源の確保等による持続可能な地域」と
いう小難しそうなテーマ。初顔合わせの後に行ったお通夜のような懇親会・・・。「この先
うまくやっていけるだろうか。」と不安でしたが、研究で意見交換したり、飲み会で愚痴を
言い合ったりしながら、少しずつ障壁がなくなっていった気がします。 
 漠然と「このままではやばい」と感じながらも、じゃあ具体的に何をしたらいいのか。
普段の業務の中で、なかなか追及することが出来ませんでしたが、もがけんを通して、目
指す未来を考え、政策立案するという経験を得ることができました。「いい経験だった」で
終わらせず、これからも地域のために努めていきたいと思います。 
 最後に、講師の方々、連携支援室の方々のご指導と研究員の皆さんと繋がれたことに感
謝しています。ありがとうございました。 

 

〔荒川 佑人（戸沢村）〕 

最上地域政策研究所における２年間の活動を通して、改めて地域の現状と課題を深く考
える機会となりました。過疎・高齢化に悩む地域の「足」を確保すべく、ライドシェア政
策の研究に取り組む中で、一人では気づけなかった視点や、広域で連携することの意義を
実感することができました。 
 当初は戸沢村単独の課題として捉えていたことも、他市町村の研究員の皆さんと議論を
重ねるうちに、最上地域全体に共通する問題として見えてくるようになりました。立場の
異なるメンバーと意見を出し合い、一つの政策提言としてまとめ上げる過程は決して簡単
ではありませんでしたが、それだけに得るものも大きかったと感じています。 
 この研究所で学んだ知識や経験、そして共に活動した仲間との繋がりを大切にしながら、
今後の業務に活かしていきたいと思います。研究活動に携わってくださった皆様、２年間
ありがとうございました。 

 

〔伊藤 大輔（最上総合支庁）〕 

２年間の研究活動を通じて、政策立案のプロセスや成果発表の手法など、行政職員とし
て必要な学びを得られたとともに、最上地域の現状や課題を見つめ直し知見を広げるきっ
かけとなりました。このような機会をいただけましたことに感謝いたします。 

 同世代の職員が集まり、共通の目的に向かって試行錯誤したこと、仲間として親睦を深
められたことは、非常に貴重な経験となりました。今回の経験から学んだことを活かして
これからの業務に取り組むとともに、今後も様々な形で最上地域の更なる発展に貢献して
いきたいと思います。ありがとうございました。 
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〔佐藤 りん（最上総合支庁）〕 

最上地域政策研究所では、大変貴重な経験をさせていただきました。最上地域について、
初めは何となくの知識しか持たない状態でしたが、データ分析の手法を学び、各市町村と
の研究を重ねる中で、地域の現状や課題を数字やリアルな声から学んでいくことができま
した。 

 人口減少や担い手不足は、今後より一層深刻になっていく問題ですが、研究活動で学ん
だ知識やスキルは、持続可能な地域づくりに役立つものだと思います。 

 研究活動を共にした研究員の皆様、関係者の皆様、２年間ありがとうございました。 
 
 
 
（事務局より） 

〔髙橋 勇介（最上総合支庁）〕 

２年間、最上地域政策研究所の事務局を担当させていただきました。運営するうえでの
目標…というか、研究員の皆さんにこうなってほしいと考えていたのが、以下の２つです。 

 ①どうせ活動をするなら、楽しんで、意義のあるものと思ってほしい 

 ②事務局の指示待ちではなく、自発的に提案・行動してほしい 

 人の気持ちを動かすという仕事は、本当に難しく、思い悩むことも多い２年間でした。
研究所の目的の一つは「人材育成」ですが、私にとっても、得るものが多い貴重な経験に
なりました。 

 第７期研究員は本当に優秀なメンバーが集まったと感じています。所属する自治体は違
っても、これからも良い仲間として、地域を支える人材となってくれることを期待してい
ます。２年間お疲れ様でした! 
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